
酒田市公文書等の管理に関する条例新旧対照表 

新 旧 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市

長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業

委員会及び固定資産評価審査委員会          をいう。 

(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市

長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業

委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者をいう。 

(2)～(5) (略) (2)～(5) (略) 
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